
医療観察法の仕組み

重大な他害行為
（殺人、放火等）

実刑判決

裁判所

検察官

入院医療の提供
・入院医療

（指定入院医療機関）

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等
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地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療

（指定通院医療機関）

・精神保健福祉法に基づく処遇
（都道府県・市町村等）

退院決定
入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

原則３年で終了

一般の精神保健福祉

○ 平成１５年７月に新法成立

○ 平成１７年７月１５日に新法施行
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